
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

一

四

号

乳
幼
児
向
け
お
も
ち
ゃ
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

114



乳
幼
児
向
け
お
も
ち
ゃ
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
可
塑
剤
を
用
い
た
塩
化
ビ
ニ
ル
製
の
乳
幼
児
向
け
の
玩
具
に
つ
い
て
は
、
欧
州
で
一
九
九
七
年
に
フ
タ

ル
酸
エ
ス
テ
ル
類
の
高
濃
度
の
溶
出
が
発
覚
し
て
以
来
、
欧
州
連
合
の
科
学
委
員
会
を
始
め
各
国
機
関
で
の
検
討
が
行
わ
れ
、

一
九
九
九
年
以
降
規
制
の
導
入
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
九
九
年
末
に
規
制
を
導
入
し
た
欧
州
連
合
加
盟
諸
国
を
始

め
、
す
で
に
十
八
ヶ
国
が
フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
可
塑
剤
を
含
む
軟
質
塩
化
ビ
ニ
ル
玩
具
な
ど
に
法
的
な
規
制
を
施
行
あ
る
い
は

施
行
の
決
定
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
乳
幼
児
は
、
成
人
よ
り
も
化
学
物
質
等
に
よ
る
影
響
を
受
け
や
す
い
事
か
ら
、
欧

州
等
で
の
法
規
制
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
の
化
学
物
質
が
人
体
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
き
最
終
的
な
因
果
関
係
の
証
拠
が
得
ら
れ

る
ま
で
対
策
を
先
延
ば
し
に
は
し
な
い
と
い
う
、
未
然
防
止
の
理
念
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

一
方
、
現
在
、
我
が
国
で
乳
幼
児
用
の
玩
具
の
安
全
性
は
、
問
題
の
フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
類
の
み
な
ら
ず
、
他
の
化
学
物
質

に
つ
い
て
も
個
々
の
物
質
の
溶
出
や
含
有
の
有
無
さ
え
検
査
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
規
格
基
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限

り
と
い
う
、
粗
末
な
状
況
に
あ
る
。
乳
幼
児
の
玩
具
の
安
全
性
は
食
品
衛
生
法
の
一
部
を
準
用
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で
す
で

に
乳
幼
児
の
安
全
を
確
保
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一



一

食
品
衛
生
法
第
二
十
九
条
に
つ
い
て

（
�
）
（
ａ
）

第
二
十
九
条
に
よ
り
乳
幼
児
の
玩
具
に
準
用
さ
れ
る
第
七
条
で
は
、
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
公
衆
衛
生
の

見
地
か
ら
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
若
し
く
は
添
加
物
の

製
造
、
加
工
、
使
用
、
調
理
若
し
く
は
保
存
の
方
法
に
つ
き
基
準
を
定
め
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品

若
し
く
は
添
加
物
の
成
分
に
つ
き
規
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
、
ま
た
第
十
条
に
「
厚
生

労
働
大
臣
は
（
中
略
）
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
販
売
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
営
業

上
使
用
す
る
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
に
つ
き
規
格
を
定
め
、
又
は
こ
れ
ら
の

製
造
方
法
に
つ
き
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

食
品
衛
生
法
に
よ
る
現
行
の
玩
具
の
規
格
基
準
の
根
拠
と
な
っ
た
「
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
」

は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
出
さ
れ
、
何
が
書
か
れ
て
い
た
か
、
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

（
ｂ
）

そ
の
「
意
見
」
に
至
っ
た
検
討
資
料
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
、
資
料
名
を
す
べ
て
示
さ
れ
た

い
。
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
以
外
に
、
答
申
に
影
響
を
与
え
た
な
ん
ら
か
の
資
料
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
含
め

て
資
料
名
を
示
さ
れ
た
い
。

二



（
ｃ
）

三
月
二
日
に
、
「
現
行
の
規
格
基
準
を
大
臣
が
設
け
た
際
に
根
拠
と
さ
れ
た
、
審
議
会
の
意
見
書
」
に
つ

い
て
資
料
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
七
日
に
「
現
行
の
規
格
基
準
に
関
す
る
審
議
会
の
意
見
書
等
に
つ
い
て

は
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
の
回
答
を
文
書
で
受
け
取
っ
た
。
そ
の
後
、
確
認
は
で
き

た
か
。
確
認
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
（
ａ
）
の
回
答
に
含
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
確
認
が
で
き
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
お
よ
び
基
準
が
現
実
に
照
ら
し
て
適
正
か
ど
う
か
を
、
ど
う
科
学
的
に
検
証
で
き
る
か

を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

第
二
十
九
条
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
条
文
の
う
ち
、
第
四
、
六
、
七
、
九
、
十
、
十
一
条
を
、
乳
幼
児
向
け
玩
具

に
準
用
す
る
際
、
各
条
は
ど
の
よ
う
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
、
各
条
文
ご
と

に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

食
品
衛
生
法
第
四
条
二
項
に
記
さ
れ
る
「
有
毒
な
、
若
し
く
は
有
害
な
物
質
」
と
は
何
か
、
可
能
な
限
り
具
体
的
に
定
義

さ
れ
た
い
。

三

玩
具
の
規
格
基
準
は
一
九
七
二
年
に
制
定
さ
れ
て
以
降
、
改
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
子
ど
も
用
の
玩
具
の
素
材
や
形
態

は
、
基
準
の
制
定
以
降
今
日
ま
で
の
間
に
多
様
に
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
三
十
年
近
く
の
あ
い
だ
見

三



直
し
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。

四

軟
質
塩
化
ビ
ニ
ル
玩
具
に
使
用
さ
れ
る
塩
化
ビ
ニ
ル
、
可
塑
剤
フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
類
、
そ
の
他
安
定
剤
に
供
さ
れ
る
化

学
物
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
食
品
衛
生
法
の
も
と
で
は
、
「
原
材
料
」
と
「
添
加
物
等
」
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
か
、
あ
る
い

は
該
当
し
な
い
か
。
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

右
質
問
す
る
。

四


